
会社更生（かいしゃこうせい） 

 

株式会社について、会社更生法に基づき裁判所の関与の下、建て直し（やり直し）を図る

手続きのことを会社更生と言います。また会社経営権については裁判所に選任された更正

管財人に移ります。 


